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 株券電子化制度移行時における担保取引事務の留意事項について  

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  

さて、ご高尚のとおり、株券電子化制度につきましては、平成21年1月5日より実施され
ることが決定し、貴社におかれましても最終確認を進められているものと拝察いたします。  

今般、当社では、移行時における担保取引の留意事項につきまして、下記のとおり取り纏

めましたのでご案内申し上げます。  

敬具  

記  

 

1. 担保のお引出しについて  

以下の有価証券につきましては、移行時においてお取扱いできませんので、担保のお引

出しをお願いいたします。  

(1) 端株の整理のための株式分割（または株式無償割当）および単元株制度導入銘柄（注）  

当該銘柄につきましては、12月30日を実質的な基準日として、㈱証券保管振替機構（以

下「保振機構」といいます。）の新預託株式数申告が必要となるため、当社に担保と

して差し入れの場合には、12月29日までにお引出しくださるようお願いいたします。

(注)添付資料ご参照  

  

(2) 投資証券（ＲＥＩＴ）および優先出資証券  

当該有価証券につきましては、12月30日を基準日として、保振機構への実質投資主通

知・実質優先出資者通知が行われますが、保振機構の担保突合処理に制限が付されま

すことから、当社に担保として差し入れの場合には、上記（１）と同様12月29日まで

にお引出しくださるようお願い申し上げます。  

 

2. 12月30日の担保異動について 

当該日付の担保異動は極力避けていただきますようお願い申し上げます。  



3. 1月5日を振替日とする前日振替請求の取り扱いについて 

当該処理はお受けできません。 

 

4. 平成20年11月28日時点の残高確認について 

平成20年11月28日時点で当社が貴社から受入している担保の明細として「有価証券

銘柄別元帳（残高）（注）」を添付いたします。（当社へ担保差し入れをされていな

い証券会社さまへの同元帳の添付はございません。）記載内容には万全を期しており

ますが、万一、誤りがございましたら平成20年12月12日までにご一報下さい。 

また、残高確認と同時に、一般貸付担保に顧客分担保が差し入れられていないこと

をご確認いただき、万一、顧客分担保が差し入れられている場合は速やかに自己分担

保と差し替えしていただきますようお願い申し上げます。 

なお、平成 20 年 12 月 12 日までに「有価証券銘柄別元帳（残高）」について残高相

違等のご連絡がありません場合は当該残高についてご承認いただいたものとして取り

扱わせていただきますのでご了承ください。 

お忙しい中大変お手数とは存じますが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。 

(注)添付資料ご参照 

 

5. 株券電子化制度移行後の当社への担保振替について 

当社が株券電子化後に使用する区分口座につきましては平成20年6月30日付証発第1

号を再度ご確認ください。 

なお、貴社顧客が当社の証券担保ローンをご利用になる場合において、当社への担

保として差し入れられる振替株式は当社自己口-質権口０９５１４９８へお願いしま

す。当該質権口への振替請求は“振替請求（質権）”でお願いします。 

以上 
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